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福岡女子大学と古賀市が 
包括的連携協定を締結します 

  

< 本件に関するお問い合わせ > 
公立大学法人福岡女子大学 地域連携センター  （担当：田中） 

TEL：092-661-2728 WEB：http://www.fwu.ac.jp/ MAIL： c-renkei3@fwu.ac.jp 

 

＜大学概要＞ 
 本学は、福岡県立女子専門学校として大正12年(1923年)に開校。これは女子の高等教育を使命とし、全国で初の公立の女子専門学校です。
開学以来90年余の歴史と伝統をもち、その間に送り出した13,000名を超える卒業生は各方面で活躍し、広く社会に貢献しています。 

平成23年には「国際文理学部」を新設し、国境を越えた幅広い分野で活躍できる次代の女性リーダー育成に力を注いでいます。その取り
組みの一つとして、初年次の1年間、「国際学友寮 なでしこ」で、留学生とともに生活を送る全寮制教育を実施しています。 

 

 福岡女子大学と古賀市は、それぞれが有する資源、機能等の効果的な活用を図りながら、活力ある個性豊かな地
域社会の形成と発展、学術の振興、地域産業の振興及び人材育成に寄与することを目的に、包括的連携協定を締
結します。 
 つきましては、下記のとおり協定書の調印式及び記者会見を行いますので、ぜひ取材していただきますよう、ご案
内申し上げます。 
 
 

【経緯】 
 平成29年度に、本学と古賀市とで健康経営に関する取組みとして、「労働者の健康管理と健康経営」をテーマとし
た産学官技術交流会を共催開催しました。 
 古賀市では、市民の健康や食育推進運動、また、環境保全にも力を入れており、本学の強みである「食」「健康」と
「環境」の分野で連携して取組みを進めていくことが可能であることから、包括的連携協定の締結に繋がりました。 
 
【今後の展開】 
 協定締結後は、「食」「健康」と「環境」を中心に、幅広い分野で連携事業を行っていきたいと考えております。 

 
【古賀市との包括的連携協定の調印式、記者会見 概要】 
 
 ●日 時     平成３１年２月２１日（木） １１時３０分～ 
           ※調印式終了後、記者会見を行います。 
 
 ●場 所     古賀市役所第１庁舎３階 A応接室 
           （古賀市駅東1丁目1番1号） 
 
 ●出席者    ［福岡女子大学］                 
            学 長              梶山 千里       
            副学長             吉村 利夫       
             産学官地域連携部門長  石川 洋哉 
       
           ［古賀市］ 
            市 長              田辺 一城 
            副市長             横田 昌宏 
            総務部長            吉村 博文 
                          

 
 


